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本日の論点

2

①「かかりつけ医機能」という用語は、様々な意味で用いられている
と考えられるが、「かかりつけ医機能の明確化」や「かかりつけ医
機能が発揮される制度整備」が求められる中で、具体的にどのよう
な機能を想定して議論を進めるべきか。

②①のような様々な機能があると考えられる中で、日本の医療の現状
と今後の課題を踏まえつつ、改めて今「かかりつけ医機能」を明確
化し、「発揮させる」意義についてどのように考え、「かかりつけ
医機能」をどのように定義すべきものと考えるか。

③「かかりつけ医機能」の発揮に関連して、全体としての「かかりつ
け医機能」あるいは個別具体的な機能について、発揮が期待される
理由、そして発揮させるための制度整備についてどう考えるか。
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医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能」について

別表第一第二の項第一号イ(13) （地域医療連携体制）
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能とし
て厚生労働大臣が定めるもの（以下「かかりつけ医機能」という。）

第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii) 及びロ(13)(ii) に規定する厚生労働大臣が定める
身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次の
とおりとする。ただし、病院については、第五号に掲げるものを除く。
一 日常的な医学管理及び重症化予防
二 地域の医療機関等との連携
三 在宅医療支援、介護等との連携
四 適切かつ分かりやすい情報の提供
五 地域包括診療加算の届出
六 地域包括診療料の届出
七 小児かかりつけ診療料の届出
八 機能強化加算の届出
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【①予防に関す
るもの】

【②初診対応に
関するもの】

【③逆紹介の受入
に関するもの】

【④質の高い継続診療の提供に関するもの】
【⑤高齢者医療に特
有のもの】

【⑥地域との関わりに関するもの】
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内容の分類 具体的な内容

① 予防に関するもの
ア 健診（特定健診の実施、がん検診の実施、健診の受診勧奨等）
イ 予防接種の実施
ウ 健康相談・生活指導

② 初診の対応に関するもの
エ 初診（初診患者への診療等）

オ ɆɨȠɶȶ 緊急性の的確な判断等）
カ 専門医療機関への紹介

③ 逆紹介の受入に関するもの キ 専門医療機関からの逆紹介の受入

④ 質の高い継続診療の提供に関
するもの

コ 慢性期における健康管理
サ ẉ Ǳӣ ɉɶȸǿǵᾍꜘ ᷀ὁӣ Ʋ ӣ
シ ǵ֞ ḸǵʝϷ ǲȏȒΉѩ ǵ ὑ ̿Ἥ

ǿǵᾍꜘƲ ǵʝϷ Ʋȿɶɞӣ ǵȱɶɅȡɋɶɆ
ȷ ֻ̿ ǲᾍǠȒ̀ӣ ǿǵ ˺

⑤ 高齢者医療に特有のもの
セ 在宅患者の急変時対応（２４時間対応等）
ソ 看取り（ターミナルケアの提供等）
タ 地域包括ケアとの連携（主治医意見書の作成等）

⑥ 地域との関わりに関するもの
チ ӣ ǵ ǲ ǠȒȖǒȑȋǠǋ Ḹ ͑
ツ 地域の公衆衛生の向上への協力（学校医、産業医、休日診療所当番へ
の参加、災害時の診療への対応、新興感染症への対応等）

⑦ ①～⑥に共通するもの
テ ӣ ǵ ǲ ǠȒȖǒȑȋǠǋ Ḹ ͑
ト 新しい医療技術の研鑽を積む
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「かかりつけ医機能」に
関連する主な施策

① 医療計画（特に外来医療計画、在宅医療等）・・・P18

② 外来機能報告制度 ・・・P22

③ 医療機能情報提供制度 ・・・P26

④ 診療報酬 ・・・P31

⑤ 予防に関する取組 ・・・P41

⑥ 医学教育・研修・専門医制度 ・・・P44

⑦ 上手な医療のかかり方プロジェクト・・・P55

⑧ 地域の医療機関の連携推進の取組 ・・・P57

⑨ ICT利活用に関する取組 ・・・P64

17



①医療計画
（特に外来医療計画、在宅医療等）
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○疾病・事業ごとの医療体制（＊）

・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ その他特に必要と認める医療

○地域医療構想（※）

○地域医療構想を達成する施策

○病床機能の情報提供の推進

○外来医療の提供体制の確保(外来医療計画)（※）

○医師の確保(医師確保計画)(※)

○医療従事者(医師を除く)の確保

○医療の安全の確保

○二次医療圏・三次医療圏の設定

○医療提供施設の整備目標

○医師少数区域・医師多数区域の設定

○基準病床数 等

（＊）令和６年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における

医療」を追加。

医療提供体制の確保に関する基本方針

基本方針【大臣告示】

医療計画の作成
○ 留意事項

○ 内容、手順 等

疾病・事業別の医療体制

○ 求められる医療機能
○ 構築の手順 等

【法第30条の４第１項】

都道府県は基本方針に即して、かつ地域

の実情に応じて医療計画を定める。

【医療法第30条の８】

厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。

【医療法第30条の３】

厚生労働大臣は、医療介護総合確保法第３条第１項に規定する総合

確保方針に即して、基本方針を定める。

医療計画作成指針【局長通知】

疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針【課長通知】

医 療 計 画

β

20



外来医療計画

¸ 23 205 30 10 

¸

¸

30 18

21



②外来機能報告制度



２．改革の方向性（案）

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告する。

② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹
的に担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）を明確化

→令和３年５月に医療法を改正し、「紹介受診重点医療機関」を決定する仕組みを導入

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

紹介受診重点医療機関
（紹介患者への外来を基本とする医療機関）

逆紹介

外来機能報告、「地域の協議の場」での協議、紹
介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「医療資源を重点的に活用する外来」のイメージ〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

１．外来医療の課題

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部
の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進
めていく必要｡

外来医療の機能の明確化･連携
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③医療機能情報提供制度
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令和３年度 令和４年度（診療報酬改定※隔年実施） 令和５年度

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理
（医療機能情報）

システム構築
（医療機能情報）

G-MIS関係
※参考（共通基盤）

【審査支払機関】

医療機能情報の
報告受領・公表

【厚生労働省】
全国統一システムを構築

医事
システム

オーダリングシステム
又は手作業で入力

提供サービスや医療連携

体制に関する事項

年間手術件数
等を提示
※病院等の
報告補助

【住民・患者】

管理・運営・サービスに
関する事項
（病院等へのアクセス、
駐車場の有無など）

構造・設備、人員配置等

に関する項目

【病院等】
医療機能情報提供制度に基づく報告

電子レセプト

・病院等の情報

・患者の情報

・保険、公費の情報

・傷病名

・診療行為

（診療行為、点数、回数）

・医薬品、医療材料 等

診療行為に関するデータ
（医療の内容に関する項目）

【NDBと同じサーバ】

〇 厚生労働省が管理する全国統一的な検索サイトを構築し、
利便性を向上。
〇 レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）から
データを抽出し、病院等が利用できる仕組みを付加すること
で、病院等からの報告に係る負担軽減につなげるとともに、
正確性を担保する。

〇 医療機能情報提供制度は、都道府県ごとに閲覧システムを公開
・ スマートフォンや外国語対応等を含め、公表方法に差がある。
・ 県境の患者は複数の都道府県の検索サイトの閲覧が必要。
〇 規制改革実施計画で、病院等の負担軽減が求められている。
○ 都道府県毎に運用状況が異なるため、公表されている情報の粒
度や内容の正確性に差があるとの懸念もある。

現状の課題 対応方針

システムの基盤構築に向けた工程表（案）

【都道府県】

医療機能情報提供制度の新しい業務フローイメージ図

プロジェクト管理 ／ レセプトデータ活用準備

全国の病院等を検索できる医療情報サイトの構築 令和３年度補正予算：7.5億円

仕様書作成・調達手続

システム改修（医療機能情報提供制度対応） ／ 運用・保守

システム改修（報告項目改正対応）／ 都道府県データの移行（G-MISと連携） ／ 運用・保守システム構築

システム改修（報告項目改正対応）／ 都道府県データ移行 ／ 運用・保守 運用・
保守

運用・
保守

工程管理 ／ レセプトデータ抽出・入力 ／ 都道府県調整支援 ／ 運用・保守等業務調達支援

★ｻｰﾋﾞｽｲﾝ★初期構築完了

医療機能情報提供制度に基づく報告事項

NDBからﾚｾﾌﾟﾄﾃﾞｰﾀ抽出
・ 病院等ごとに手術件数等を計数
・ 工程管理事業者がデータ集計

医療機能情報
全国統一ｼｽﾃﾑ

G-MIS
(ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ機能)

全国統一ｼｽﾃﾑ
(検索・閲覧機能)

連携

データ入力

医療機能情報を全国統一的に公表
・ 分かりやすい画面構成と提供情報の質の向上
・ 都道府県の枠を超えた検索が可能

他制度とも連携し
各種報告を効率化

※現行の情報提供の流れ
（全国統一システム稼働後は
当該システムに移行）

病院等の選択を適切に行うために必要な情報として活用
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医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能」について（再掲）

別表第一第二の項第一号イ(13) （地域医療連携体制）
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能とし
て厚生労働大臣が定めるもの（以下「かかりつけ医機能」という。）

第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii) 及びロ(13)(ii) に規定する厚生労働大臣が定める
身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次の
とおりとする。ただし、病院については、第五号に掲げるものを除く。
一 日常的な医学管理及び重症化予防
二 地域の医療機関等との連携
三 在宅医療支援、介護等との連携
四 適切かつ分かりやすい情報の提供
五 地域包括診療加算の届出
六 地域包括診療料の届出
七 小児かかりつけ診療料の届出
八 機能強化加算の届出
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地域包括診療料等における対象疾患等の見直し

ü 地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を推進する観
点から、
Å 地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。
Å 患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、
薬剤師が行っても差し支えないこととする。

Å 患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲示により、
当該対応が可能なことを周知することとする。

地域包括診療料・地域包括診療加算の見直し

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－５ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価－①

改定後

【地域包括診療料】 （※地域包括診療加算も同様）

［対象患者］
Å脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病（慢

性維持透析を行っていないものに限る。）又は認知症のうち２
以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者

［算定要件］
Å当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患
の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指
導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。

Å当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
ア～ケ （略）
コ 必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等

により、当該患者からの予防接種に係る相談に対応するこ
と。

［施設基準］
Å健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示
していること。

現行

【地域包括診療料】

［対象患者］
Å脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち２以上の疾患
を有する入院中の患者以外の患者

［算定要件］
Å当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患
の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指
導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。

Å当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
ア～ケ （略）

［施設基準］
Å健康相談を実施している旨を院内掲示していること。
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【機能強化加算】

［算定要件］
Å外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受

診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価す
る観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診
を評価するものであり、（略）初診料を算定する場合に、加算
することができる。

Å必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対
応を行うことができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、
必要に応じて患者に対して説明すること。
(ｲ) 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医

薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、診療録
に記載すること。なお、必要に応じ、担当医の指示を受
けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であるこ
と。

(ﾛ) 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
(ﾊ) 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
(ﾆ) 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。
(ﾎ) 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供

を行うこと。

機能強化加算の見直し①

ü 地域においてかかりつけ医機能を有する医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適切な評
価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－５ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価－⑤

改定後現行

【機能強化加算】

［算定要件］
Å外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い
診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療
機関における初診を評価するものであり、（略）初診料を算定
する場合に、加算することができる。

［施設基準］

(１) （略）
(２) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることにつ

いて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示する等の取組
を行っていること。

［施設基準］
(１) 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、

質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。
(２) （略）
(３) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることにつ

いて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等
に掲示する等の取組を行っていること。
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機能強化加算の見直し②

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－５ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価－⑤

改定後

次のいずれかを満たしていること。

Å地域包括診療加算１／地域包括診療料１の届出を行っ
ていること。

（参考：地域包括加算１／診療料１の施設基準）
以下の全てを満たしていること。
Â 直近１年間に、当該保険医療機関での継続的な外来
診療を経て、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「１」、在
宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は往診料を算定した患者の
数の合計が、10 人以上であること。

Â 直近１か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施
した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者
の割合が70％未満であること。

以下のいずれも満たすものであること。
Å地域包括診療加算２／地域包括診療料２の届出を行っ

ていること。
Å直近１年間において、次のいずれかを満たしているこ

と。
Â 地域包括診療加算２／地域包括診療料２を算定した

患者が３人以上。
Â 在宅患者訪問診療料（з）の「１」、在宅患者訪問

診療料(и)又は往診料を算定した患者の数の合計が
３人以上。

Å小児かかりつけ診療料の届出を行っていること。

Å在宅時医学総合管理料／施設入居時等医学総合管理料
の届出を行っている機能強化型の在支診又は在支病で
あること。

（参考：機能強化型の在支診又は在支病の施設基準）
以下のいずれにも該当していること。
過去１年間において、
Â （在支診の場合）緊急往診の実績10件以上（連携型
の場合、当該医療機関で４件以上）。

Â （在支病の場合）緊急往診の実績10件以上（連携型
の場合、当該医療機関で４件以上）又は在支診から
の緊急受入の実績が31件以上。

Â 在宅における看取りの実績又は15歳未満の超・準超
重症児の在宅医療の実績が４件以上（連携型の場合、
当該医療機関で２件以上）。

以下のいずれも満たすものであること。
Å在宅時医学総合管理料／施設入居時等医学総合管理料

の届出を行っている機能強化型以外の在支診又は在支
病であること。

Å以下のいずれかを満たしていること。
過去１年間において、
Â （在支診の場合）緊急往診の実績３件以上。
Â （在支病の場合）緊急往診の実績又は在支診からの

緊急受入の実績の合計が３件以上。
Â 在宅における看取りの実績又は15 歳未満の超・準

超重症児の在宅医療の実績が１件以上。

Å以下のいずれかを行っている常勤の医師を配置すること。
ア 介護保険制度の利用等の相談への対応、主治医意見書の作成 イ 警察医として協力 ウ 乳幼児健診を実施
エ 定期予防接種を実施 オ 幼稚園の園医等 カ 地域ケア会議に出席 キ 一般介護予防事業に協力

現行

届出
・
実績

次のいずれかの届出

Å地域包括診療加算
Å地域包括診療料

小児かかりつけ診療料

Å在宅時医学総合管
理料

Å施設入居時等医学
総合管理料

（在支診又は在支病に
限る）

配置
医師

－
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小児かかりつけ診療料の見直し

ü 小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ診療料について、
︡ ︣。

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－５ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価－②

改定後現行

【小児かかりつけ診療料】

１ 処方箋を交付する場合
イ 初診時 631点 ロ 再診時 438点
２ 処方箋を交付しない場合
イ 初診時 748点 ロ 再診時 556点

［施設基準］

Å小児科外来診療料に係る届出を行っていること。
Å専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が、以下の項目
のうち、３つ以上に該当すること。
ア 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日
又は夜間の診療を月１回以上の頻度で行っていること

イ～エ （略）
オ 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任していること

Å時間外対応加算１又は２に係る届出を行っていること。

【小児かかりつけ診療料】

（改）１ 小児かかりつけ診療料１
イ 処方箋を交付する場合

(１) 初診時 641点 (２) 再診時 448点
ロ 処方箋を交付しない場合

(１) 初診時 758点 (２) 再診時 566点

（改） ２ 小児かかりつけ診療料２
イ 処方箋を交付する場合

(１) 初診時 630点 (２) 再診時 437点
ロ 処方箋を交付しない場合

(１) 初診時 747点 (２) 再診時 555点

［施設基準］
（共通）
Å小児科を標榜している医療機関であること。
Å専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が、以下の項目
のうち、２つ以上に該当すること。
（削除）
ア～ウ （略）
エ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校

の学校医に就任していること

（小児かかりつけ診療料１）時間外対応加算１又は２に係る届出
を行っていること。

（小児かかりつけ診療料２）次のいずれかを満たしていること。
ア 時間外対応加算３に係る届出を行っていること。
イ 在宅医当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休

日又は夜間の診療を年６回以上の頻度で行っていること。
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紹介受診重点医療機関とかかりつけ医機能を有する医療機関の連携の推進

ü 外来医療の機能分化及び医療機関間の連携を推進する観点から、診療情報提供料（Ⅲ）について、

Å 名称を「連携強化診療情報提供料」に変更し、かかりつけ医機能を有する医療機関等が、診療
情報を提供した場合について、算定上限回数を変更する。

Å 「紹介受診重点医療機関」において、地域の診療所等から紹介された患者について診療情報を
提供した場合についても、新たに評価を行う。

連携強化診療情報提供料の新設

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－４ 外来医療の機能分化等－⑤

改定後現行

【診療情報提供料（Ⅲ）】 150点

［算定要件］

他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機
関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を
提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者１人につき
３月に１回に限り算定する。

［対象患者］
１ かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関か
ら紹介された患者

２ かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関に
おいて、他の保険医療機関から紹介された患者

（改）【連携強化診療情報提供料】 150点

［算定要件］

他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機
関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を
提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者１人につき
月１回に限り算定する。

［対象患者］
１ かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関か
ら紹介された患者

２ 紹介受診重点医療機関において、200床未満の病院又は診療
所から紹介された患者

３ かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関に
おいて、他の保険医療機関から紹介された患者

例：生活習慣病の診療を実施

患者を紹介

状況

例：合併症の診療を実施

地域の診療所等

連携強化診療情報
提供料を算定

紹介受診重点医療機関（新）
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初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定の見直し①

ü 外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の受診割合が
低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料・外来診療料について、
Å 対象病院に、一般病床の数が200床以上の紹介受診重点医療機関を追加する。
Å 「紹介率」・「逆紹介率」について、以下のとおり、実態に即した算出方法、項目の定義及び
基準を見直す。

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－４ 外来医療の機能分化等－③

特定機能病院 地域医療支援病院
（一般病床200床未満を除く）

紹介受診重点医療機関
（一般病床200床未満を除く）

許可病床400床以上
（一般病床200床未満を除く）

減算規定の基準 紹介割合50% 未満 又は
逆紹介割合30‰未満

紹介割合40% 未満 又は
逆紹介割合20‰未満

紹介割合（%） （紹介患者数＋救急患者数）／初診患者数 ✕100

逆紹介割合 (‰) 逆紹介患者数／(初診＋再診患者数) ✕ 1,000

初診患者の数 医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数。以下を除く。
Å救急搬送者、休日又は夜間に受診した患者

再診患者の数 患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者以外の患者の数。以下を除く。
Å救急搬送者、休日又は夜間に受診した患者、B005-11遠隔連携診療料又はB011連携強化診療情報提供料を算定し
ている患者

紹介患者の数 他の病院又は診療所から紹介状により紹介された者の数（初診に限る）。
Å情報通信機器を用いた診療のみを行った場合を除く。

逆紹介患者の数 紹介状により他の病院又は診療所に紹介した患者の数。
ÅB005-11遠隔連携診療料又はB011連携強化診療情報提供料を算定している患者を含む。
Å情報通信機器を用いた診療のみ行い、他院に紹介した患者を除く。

救急搬送者の数 地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された初診の患者の数。

初診料の注２、３ 214点 外来診療料の注２、３ 55点
（情報通信機器を用いた初診については186点）
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【改定後】
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連携強化診療情報提供料の評価対象（まとめ）

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－４ 外来医療の機能分化等－⑤

注番号 紹介元 患者
紹介先

（紹介元に診療情報を提供した場合に、
連携強化診療情報提供料が算定可能）

算定回数の制限

１
かかりつけ医機能に係る施設基
準の届出あり

－ 禁煙

月に１回

２
以下のいずれか
Å 200床未満の病院
Å 診療所

－
以下のいずれも満たす
Å 紹介受診重点医療機関
Å 禁煙

３ － －

以下のいずれも満たす
Å かかりつけ医機能に係る施設基準
の届出あり

Å 禁煙

４ －

難病（疑い含む）の
患者

以下のいずれも満たす
Å 難病診療連携拠点病院又は難病診

療分野別拠点病院
Å 禁煙

てんかん（疑い含
む）の患者

以下のいずれも満たす
Å てんかん支援拠点病院
Å 禁煙

５

－ 妊娠中の患者 － ３月に１回

産科又は産婦人科を標榜

妊娠中の患者

禁煙

月に１回
－

以下のいずれも満たす
Å 産科又は産婦人科を標榜
Å 妊娠中の患者の診療につき十分な
体制を整備している
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在支診・在支病の施設基準の見直し

ü 機能強化型の在支診及び在支病について、市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において在宅療養支
援診療所以外の診療所等と連携することや、地域において24時間体制での在宅医療の提供に係る積極的役割を担
うことが望ましい旨を施設基準に明記する。

機能強化型在支診・在支病等の地域との協力推進

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－①

改定後

【在宅療養支援病院】

［施設基準］（抜粋・例）

(1) 病院であって、当該病院単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊
急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること

ア～サ （略）
シ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
Å 過去１年間の緊急の往診の実績を10件以上有すること。
Å 在支診等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保し、

在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行っ
た実績が過去１年間で31件以上あること。

Å 地域包括ケア病棟入院料・管理料１又は３を届け出ていること。
ス （略）

現行

【在宅療養支援病院】

［施設基準］（抜粋・例）

(1) 病院であって、当該病院単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急
時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。

ア～サ （略）

シ 過去１年間の緊急の往診の実績を10件以上有すること。
ス （略）

ü 全ての在支診・在支病について、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイ
ドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針を作成していることを要件とする。

適切な意思決定支援の推進

【経過措置】

令和４年３月31日時点において在宅療養支援診療所等であるものについては、令和４年９月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。

ü 在宅医療を支える入院機能の充実を図る観点から、機能強化型在宅療養支援病院の要件を見直し、緊急の往診の
実績に代えて、後方ベッドの確保及び緊急の入院患者の受入実績又は地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料
１若しくは３の届出により要件を満たすこととする。

機能強化型在支病の要件の見直し
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40

機能強化型在支診・在支病
在支診在
支病

（参考）在宅療養
後方支援病院

単独型 連携型

診療所 病院 診療所 病院

全ての在支
診・在支病
の基準

① 24時間連絡を受ける体制の確保 ② 24時間の往診体制
③ 24時間の訪問看護体制 ④ 緊急時の入院体制
⑤ 連携する医療機関等への情報提供 ⑥ 年に１回、看取り数等を報告している
⑦ 適切な意思決定支援に係る指針を作成していること

○ 許可病床数200床
以上

○ 在宅医療を提供す
る医療機関と連携し、
24時間連絡を受け
る体制を確保

○ 連携医療機関の求
めに応じて入院希望
患者の診療が24時
間可能な体制を確保
（病床の確保を含
む）
※ やむを得ず当該
病院に入院させる
ことができなかっ
た場合は、対応可
能な病院を探し紹
介すること

○ 連携医療機関との
間で、３月に１回以
上、患者の診療情報
の交換を行い、入院
希望患者の一覧表を
作成

全ての在支
病の基準

「在宅療養支援病院」の施設基準は、上記に加え、以下の要件を満たすこと。
（１）許可病床200床未満※であること又は当該病院を中心とした半径４km以内に診療所が存在しないこと
（２）往診を担当する医師は、当該病院の当直体制を担う医師と別であること
※ 医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては280床未満

機能強化型
在支診・在
支病の基準

⑦ 在宅医療を担当する常勤の医師
３人以上

⑦ 在宅医療を担当する常勤の医師
連携内で３人以上

⑧ 過去１年間の緊
急往診の実績
10件以上

⑧ 次のうちいずれか１つ
・過去１年間の緊急往診の実績

10件以上
・在宅療養支援診療所等からの要

請により患者の受入を行う病
床を常に確保していること及
び在宅支援診療所等からの要
請により患者の緊急受入を
行った実績が直近１年間で31
件以上

・地域包括ケア病棟入院料・入院
医療管理料１又は３を届け出
ている

⑧ 過去１年間の
緊急往診の実績
連携内で10件以
上
各医療機関で４
件以上

⑧ 次のうちいずれか１つ
・過去１年間の緊急往診の実績

10件以上各医療機関で４件
以上

・在宅療養支援診療所等からの
要請により患者の受入を行う
病床を常に確保していること
及び在宅支援診療所等からの
要請により患者の緊急受入を
行った実績が直近１年間で
31件以上

・地域包括ケア病棟入院料・入
院医療管理料１又は３を届け
出ている

⑨ 過去１年間の看取りの実績又は超・準超重症児の医学
管理の実績
いずれか４件以上

⑨ 過去１年間の看取りの実績
連携内で４件以上
かつ、各医療機関において、看取りの実績又は超・
準超重症児の医学管理の実績
いずれか２件以上

➉ 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において在宅療養支援診療所以外の診療所等と連携することや、
地域において24時間体制での在宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望ましい

在支診・在支病の施設基準（参考）

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－①

※：青字は令和４年度診療報酬改定における変更点 40



⑤予防に関する取組



健康日本2 1（第二次）の概念図

健康日本21（第二次）に関する具体的な取組

全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現

①

⑤

③ ④②

生活習慣病の発
症予防・重症化

予防

社会生活
機能の

維持・向上

社会参加
の機会の
増加

健康のための資源
（保健・医療・福祉等
サービス）へのアクセ
スの改善と公平性の

確保

生活習慣の改善
（リスクファクターの低減）

社会環境の改善

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

生活の質の向上 社会環境の質の向上
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日本の健診（検診）制度の概要

○医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査（健康診断）を実施。

○市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。

○市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。（医療保険者や事業主は任意に実施）

被保険者・被扶養者 うち労働者 その他

～
39

歳

（健康保険法、国民健康保険法等）

【対象者】被保険者・被扶養者
【実施主体】保険者＜努力義務＞

【対象者】常時使用する労働者※労働者にも受診義務あり

【実施主体】事業者 ＜義務＞

※一定の有害な業務に従事する労働者には特殊健康診断

を実施

【対象者】住民
（生活保護受給者等を含む）

【実施主体】市町村＜努力義務＞

【種類】

・歯周疾患検診

・骨粗鬆症検診

・肝炎ウイルス検診

・がん検診

（胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん

検診、乳がん検診、大腸がん検診）

・高齢者医療確保法に基づく特定健診の

非対象者に対する健康診査・保健指導

40

～
74

歳

【対象者】加入者

【実施主体】保険者＜義務＞

※労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者
については、事業者健診の受診を優先する。事業者
健診の項目は、特定健診の項目を含んでおり、労働
安全衛生法に基づく事業者健診の結果を、特定健診
の結果として利用可能。

75

歳
～

【対象者】 被保険者
【実施主体】後期高齢者医療広域連合

＜努力義務＞

特定健診

医療保険各法

高齢者医療確保法

高齢者医療確保法

健康増進法労働安全衛生法

（
乳
幼
児
等
）

妊
娠
～
出
産
後
１
年
・

小
学
校
就
学
前

【対象者】１歳６か月児、３歳児
【実施主体】市町村＜義務＞
※その他の乳幼児及び妊産婦に対しては、市町村が、必要に応じ、健康診査を実施又は健康診査を受けることを勧奨

児
童
生
徒
等

【対象者】在学中の幼児、児童、生徒又は学生 ※就学時健診については小学校入学前の児童

【実施主体】学校（幼稚園から大学までを含む。）＜義務＞

母子保健法

学校保健安全法

※上記以外に、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診について、保険者や事業主が任意で実施や助成を行っている。

全体像
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⑥医学教育、研修、専門医制度
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新たな専門医の養成について

47



◘Ⱪ☻Ɑ◦ꜗꜟ♥▫

Ʀᾐ ӣǵ ḢǶƲḨ Ḣǵᾐ ӣș֝♬ǞǦʣǮȳɔȷɘȵɡɩɄȡ Ḣǵᾐ ӣș
֝♬ǠȒ˘ ѰșḨ ǯǠȒƳ

Ʀᾐ ӣǵ ὑǶƲ ͈ ǵ Ҳὕ ș ̏ǯǞƲȅǦƲ ǲȖǦǪǭ Ǳ
ӣ ș ͑ǠȒǦȈƲᾐ ӣ֝♬♥ǵ ǵ ǲȉƲֺ Ḣǵ Ҳὕ ș ̏ǯǠȒƳ

ƦⅎףѰ↓ ӣ₉ǵᾐ ǲר ǠȒ ׀ ǵⅎף ș ǞƲḨ ǲƲ ʢ Ǔ
ὑǠȒᾐ ӣșⅎ֯ף ǯǠȒƳ

専門医の領域、認定・更新 25 4 22

19 

48



25

ӣ₉ǵ ǵʝ῁ǵׄʣ֗Ǻӣ₉ǵά᷀ șᶫȒǚǯș ǯǞǭ ̝ș σƳ

ᾐ ӣǵ ֺἶ̝Ǔ ǲ Ƴἶ̝ǵ ὑḨ ǵ ʝרƲᾐ ӣǵ ǵ ͪǲ ꜠Ƴ
ȈȐȓȒᾐ ӣϑ ᾐ ӣǯǞǭǵ Ҙǲǫǋǭӣ₉ǯᶮ ǯǵ ǲ Ǐ ǵȬɡɁɕƳ
᷂Ḣӣ ǯǵ ͜ ӣ₉ǵ᷂Ḣά᷀ɵ ά᷀Ƕ ₴ǵӣ ș‴Ȓ Ǳ Ƴ

ʴ Ǳ ʢ
Ʀʴ Ǳ ʢ Ħș ǞƲᾐ ӣǵ ὑǯ
ɕɫȮɧɞǵ ͔ɵ ὑș ʝ ǲ ǍƳ
Ħ ₳ 26 ₴ ǲʝ ᶧ ˲ ᾐ ӣ Ǔ Ƴ

ᾐ ӣǵ ɵ ὑɵ
Ʀᾐ ӣǵ ὑǶƲ ͈ ǵ Ҳὕ ș ̏ǯ
ǠȒƳ

ƦⅎףѰ↓(ӣ₉ǵᾐ ǲר ǠȒ ׀ ǵⅎף)ș
ǞƲḨ ǲƲ ʢ Ǔ ὑǠȒᾐ ӣș

ⅎ֯ף ǯǠȒƳ

ֻ ᾐ ӣ
ƦƼ ֻ ᾐ ӣƽșḨ Ḣǵᾐ ӣǵʝǫǯǞǭ
қǏȒƳ

Ҁҋ Ҡҏᾟ

᷂Ḣӣ ǯǵ ͜
Ʀᾐ ӣǵ ǶƲ ʢ ʝ ᶧ ˲ ᾐ ӣ

ǲ ὑǜȓǦ ɕɫȮɧɞǲḨǬǔƲẎἶ
ǵḨ℅ ǯ᷂ḢǵӲҘ șדȇ Ǔ
ș Ǟǭὕ Ƴ

ƦᾜǱǖǯȉƲ ᷀̊ʣǲӣ₉Ǔά᷀ǠȒǚǯǵǱǋȏǍƲ
᷂Ḣӣ ǲӦѝ Ƴ

ȷȯȶɣɶɩ
Ʀ ǦǱᾐ ӣǵ ǶƲ₳ 29 ₴↓ș ὄǲ Ồ˔ὑĦƳ

ʹ ǶƲ͈ǏǷ ₴ șḨ ǯǞƲֺ Ḣǵὕ ǲ
ꜘǟ ὑƳ
Ħ ₳ 30 ₴↓ǒȐ19 Ḩ ḢǮǵᾐ ӣǵ Ǔʝ ǲ Ồ
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49



総合診療専門医を新たに位置づけ

総合診療医：総合的な診療能力を有する医師

※ 日常的に頻度が高く、幅広い領域の疾病と傷害等に

ついて、適切な初期対応と必要に応じた継続医療を

全人的に提供。

総合診療専門医：総合診療医の専門医としての名称

※ 新たな専門医の一つとして基本領域に加える。

※ 「地域を診る医師」としての視点も重要。

他の領域別専門医や他職種と連携して、多様な医療

サービスを包括的かつ柔軟に提供することが期待

される。

総合的な診療能力の必要性

○ 高齢化に伴い、特定の臓器や疾患を超えた多様な

問題を抱える患者が増加。

○ これらの患者には、複数の領域別専門医による診察

よりも、一人の総合的な診療能力を有する医師による

診察のほうが適切な場合がある。

総合診療専門医について 25 4 22

総合診療専門研修プログラム整備基準(概要)

一般社団法人 日本専門医機構・理事会（2022.6.17 ）

研修プログラム（3年以上）

○ 総合診療専門研修（合計18ヶ月以上）

・ 診療所・地域の中小病院で、外来診療、訪問診療及び

地域包括ケアの研修（6ヶ月以上）

・ 病院総合診療部門（総合診療科・総合内科等）で、臓

器別でない病棟診療と外来診療の研修（6ヶ月以上）

○ 必須領域別研修

・ 内科12ヶ月以上 小児科3ヶ月以上 救急科3ヶ月以上

○ その他の領域の研修

・外科・整形外科・産婦人科・精神科・皮膚科・眼科・

耳鼻咽喉科などの各科での研修

総合診療専門医の基準

○ 総合診療専門医の認定・更新基準や養成プログラム・

研修施設の基準については、関連する諸学会や医師会等

が協力して、第三者機関において作成すべきである。
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⑦上手な医療のかかり方
プロジェクト
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⑧地域における医療機関の
連携推進の取組
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地域医療連携推進法人の設立事例（設立順）
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⑨ ICT利活用に関する取組



遠隔医療について①

遠隔画像診断 遠隔病理診断

ǀ ǁ̱ ǵ ϑȋ ⱨ ǵ ϑș ֞ͬǠȒǱ
ǰǞƲ ᷂ǵӣ₉ǓƲ ǲ ʴǲɨȠɩȽ
Ȣɞǲ ș ǍƳ

ǀҧ ǁɨȠɩȽȢɞǮ ᶪǵ ὑǱǰᾐ ӣǵ
Ѩ ș̍ǗǚǯǓǮǔȒƳ

ǀ ǁ Ш ȋ ϑǱǰƲ ᾑ
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ǞƲ ᷂ǵᾐ ӣǓ ș ǍƳ

ǀҧ ǁᾐ ӣǲȏȒ ↓Ǯᾐ Ǳ
ș֞ǘȐȓȒƳ

大学病院等 地域病院

ネットワーク

CT、MRI画像登録読影ﾚﾎﾟｰﾄ受領CT、MRI画像読込読影結果登録

手術執刀医側

映像／音 コミュニケーション

ネットワーク

顕微鏡コントロール

医師ー医師間（DtoD）

電動顕微鏡

顕微鏡操作
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

専門医（病理医）側

担当医

顕微鏡動画像

遠隔相談

ǀ ǁ ϑș ǱǓȐ ᷂ǵӣ₉
ǯǵ ͈ ș ǍǱǰƲӣ
₉ ǲ ᾚș ǍƳ

ǀҧ ǁӣ ǵ᷂Ḣ ⁪ǵ Ʋ
ȋǤǵͪ ǱǰǵὄⱲ

ׄʣǲǫǱǓȒƳ

Ẇ

Ẇ ICT

令和４年３月15日
第５回 デジタル田園都市国家構想実現会議

厚生労働省資料
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遠隔医療について②

医師ー患者間（DtoP）

遠隔診療（オンライン診療）

ǀ ǁ Ḹ ͬ ᶅǮƲ ὑǞǦ ̱ Ḹ(̱ Ʋ
ᶿƲ Ʋᾮ Ι )ȋ ǵ ϑɵ Ṷ
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ǀҧ ǁ˧ ȢɱɓɧǓʥӦѝǮǉǪǦȑƲ ӓɵ
ǵǦȈ֞ Ǔᶩ Ǳ ǲᾍǠȒӣ ǵ

͑Ǔ֯ ǯǱȒƳ

患者 医 師
指示

診察

ネットワーク

Ẇ 30 ễ
Ễ Ệ

Ệ ể

Ẇ

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」改訂のポイント

○ 規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）において、

初診からのオンライン診療について、原則としてかかりつけ医

によるほか、それ以外に実施可能な場合について一定の要件を

含む具体案を検討するとされた。

○ これを受け、かかりつけ医以外の医師が初診からのオンライ

ン診療を行う場合の要件として、

・ 初診に必要な医学的情報

・ 診療前相談について

・ 症状について

・ 処方について

・ 対面診療の実施体制

に関する整理を行い、令和４年１月に指針を改訂した。

令和４年３月15日
第５回 デジタル田園都市国家構想実現会議

厚生労働省資料
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7,857

22.2

37,290 45,450

297,430

456,400 38,210

8.6

5.1
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（参考）オンライン診療に関するこれまでの経緯

Å 平成30年３月 オンライン診療の適切な実施に関する指針策定

Å 令和元年７月 オンライン診療の適切な実施に関する指針一部改訂

（D to P with D の記載の追加等）

Å 令和２年４月 新型コロナの時限的・特例的取扱いの事務連絡発出

（医師が可能と判断した場合に初診からのオンライン診療を実施可能）

Å 令和３年６月 規制改革実施計画閣議決定

（オンライン診療の活用や初診の取扱いについて記載）

Å 令和４年１月 オンライン診療の適切な実施に関する指針一部改訂

（初診からのオンライン診療を可能とした）

※ 指針の改訂に当たっては、これまで「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直し

に関する検討会」で議論

28 87

追加
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1. 初診

ü 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が改定されたことを踏まえ、評価を新設

V「初診料（情報通信機器を用いる場合） 251点」を新設 （対面の場合の87%）

V施設基準の届出を求めるが、「オンライン診療料の算定数を1割以下」「医療機関と患家との距離が概ね30
分以内」といった条件は設定しない

2. 再診

ü 新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における臨時的・時限的特例の実態も踏まえ、評価を新設

ü オンライン診療料は廃止

V「再診料 情報通信機器を用いる場合 73点」を新設

V「外来診療料 情報通信機器を用いる場合 73点」を新設

V施設基準の届出を求めるが、「オンライン診療料の算定数を全体の1割以下」「医療機関と患家との距離が
概ね30分以内」といった条件を撤廃

3. 医学管理料

ü 算定可能な医学管理料を整理・追加するとともに、点数を引き上げ

V検査・処置等を伴わない医学管理料を算定可能として追加し、現行の９種類から20種類へ増加

V点数は、全て対面の場合の87%として設定

４． 在宅医療

ü 在宅時医学総合管理料において活用場面を整理・拡大し、施設入居時等医学総合管理料にも対象拡大

V「月１回の在宅診療と月１回のオンライン診療」、「２月に１回の在宅診療と２月に１回のオンライン診
療」の場合の点数を新設

V施設入居時等医学総合管理料においても、同様の類型を新設

情報通信機器を用いた評価の新設・見直し

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
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情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設
ü 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用いた場合の初
診について、新たな評価を行う。

ü 再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、オンライン
診療料を廃止する。

（新） 初診料（情報通信機器を用いた場合） 251点
（新） 再診料（情報通信機器を用いた場合） 73点
（新） 外来診療料（情報通信機器を用いた場合） 73点
［算定要件］（初診の場合）
（１）保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定する。
（２）情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。なお、この

場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
（３）情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器

を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、
事後的に確認可能な場所であること。

（４）情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。た
だし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよ
う、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及
び患者の同意

（５）指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体
制を有すること。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った
医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほ
かの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。

（６）情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されて
いる一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを
診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した
「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な
処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

（７）（８）略
［施設基準］
（１）情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
（２）厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－２ 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応－①
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平成30年３月に発出された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（令和元年７月一部改訂）における「厚生労働省が指定する
研修」として、オンライン診療の実施に必要な知識の習得が可能な研修を作成、提供する。

○オンライン診療を実施する際の患者との合意形成や患者意志確認。
○オンライン診療を実施する際の、医師が医学的な観点から実施の可否判断等。
○触診等を行うことができない等のオンライン診療の限界。
○診療計画に含むべき事項。
○情報通信機器の使用や情報セキュリティ等に関する知識等

平成30年３月に発出された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、その他オンライン診療に関連する事項の「医師教育／
患者教育」で、医師は、オンライン診療に責任を有する者として、医療関係団体などによる研修の受講等により情報通信機器の使用や情
報セキュリティ等を含むオンライン診療の実施に関連した知識の習得に努める必要があるとしている。従ってオンライン診療の実施に必
要な知識の修得が可能な研修会開催、e-learning 等で研修を実施することで、適切なオンライン診療の推進を図る。
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P H Rの全体像
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電子カルテ情報等の標準化 今後の進め方（イメージ）

2021（R3）年度 2022（R4）年度 2023（R5）年度 2024（R6）年度 2025（R7）年度

HL7 FHIR準拠の電子カルテ 機能拡充等

傷病名・医薬品・検査コードを
標準規格文書に採用

標準コード・マスターの
標準規格文書への格納を要件化

医療情報

標準仕様

コード・マスター

情報基盤

オンライン資格確認等システムネットワーク

普及・推進

利活用

1次利用

2次利用

レ
セ
プ
ト

医
事

電
子
カ
ル
テ

診
療
情
報

① 医療機関－医療機関
② 医療機関－患者（PHR）
③ 医療機関－行政
④ 医療機関－学会等

とのやり取りで必要・有益な情報 を随時拡充

HL7 FHIR準拠の
電子カルテ情報及び交換方式の整備

患 者

電子
レセプト

電子
レセプト

支 払 基 金・国 保 中 央 会

オンライン資格確認等システム 電子処方箋管理サービス

② 医療機関規模に応じた医療情報化支援基金による支援

各臨床系学会による主要疾患のレジストリー等に必要な詳細項目の標準化

① HL7 FHIR/電子処方箋の２規格を搭載した電子カルテの導入

(要検討) (要検討) (要検討)

（要検討）
医療機関と医療機関、PHR、行政、学会等との間で
電子カルテ情報を送受信・保管するための
ネットワーク経路、基盤システム仕様

・診療情報提供書
・退院時サマリー
・健診結果報告書

---------------------------------

・傷病名 ・アレルギー
・感染症 ・薬剤禁忌
・検査 ・処方
（救急、生活習慣病）

HL7
FHIR

電子
カルテ

1: 薬剤情報
2:特定健診情報

3:手術、4：短期滞在手術、5：放射線治療、6：画像診断、7：病理診断
8：医学管理等、9：在宅療養指導、10: 処置(透析)、11：医療機関名、診療年月日

マイナポータル

電子
処方箋

オ
ー
ダ
ー

第８回 健康・医療・介護情報利活用検討会
（令和４年３月４日）資料２（一部改変）
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本日の論点（再掲）

76

①「かかりつけ医機能」という用語は、様々な意味で用いられている
と考えられるが、「かかりつけ医機能の明確化」や「かかりつけ医
機能が発揮される制度整備」が求められる中で、具体的にどのよう
な機能を想定して議論を進めるべきか。

②①のような様々な機能があると考えられる中で、日本の医療の現状
と今後の課題を踏まえつつ、改めて今「かかりつけ医機能」を明確
化し、「発揮させる」意義についてどのように考え、「かかりつけ
医機能」をどのように定義すべきものと考えるか。

③「かかりつけ医機能」の発揮に関連して、全体としての「かかりつ
け医機能」あるいは個別具体的な機能について、発揮が期待される
理由、そして発揮させるための制度整備についてどう考えるか。



参考資料



〔現状及び課題〕

○ 中長期的に、地域の医療提供体制は人口減少や高齢化等に直面。外来医療の高度化も進展。このような地域の状況の変化に対応して、
質の高い外来医療の提供体制を確保･調整していくことが課題。

○ 高齢化の進展により、複数の慢性疾患を抱える高齢者が増加する中で、かかりつけ医機能を強化していくことが課題。

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られている状況とは言えない。患者にいわゆる大病院志向がある中で、再診
患者の逆紹介が十分に進んでいないこと等により一定の医療機関の外来患者が多くなり、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題。

○ 外来機能の明確化･連携は、これまで医療関係者の自主的な取組が進められてきたものの、地域によっては取組が進んでいないところも
あり、これをさらに進めていくことが重要。

〔具体的方策・取組〕

(1) 全体の枠組み

○ 紹介患者を基本とする外来として、｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)に着目して、地域における外来機能の明確化･連携を図る
とともに、かかりつけ医機能の強化を議論することは、外来医療全体の在り方の議論のために必要な第一歩。

○ 各医療機関から都道府県に｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)に関する医療機能を報告し、その報告を踏まえ、地域における協
議の場において、各医療機関の自主的な取組等の進捗状況を共有し、また、地域における必要な調整。

○ 患者の分かりやすさや地域の協議を進めやすくする観点から、｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)を地域で基幹的に担う医療機
関を明確化。地域の患者の流れがより円滑になり、病院の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に資すると期待。

(2) ｢医療資源を重点的に活用する外来｣（仮称）

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)として、基本的に次の機能が考えられるが、具体的な内容は、今後さらに検討。(※)

① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来等）

※ (2)～(4) において､｢今後さらに検討｣とした事項は、地域医療の担い手も参画するとともに、患者の立場も考慮した専門的な検討の場において検討。

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)の呼称は、患者の立場からみた呼称として、紹介状の必要な外来や紹介を基本とする外来な
どの意見。今般の趣旨を適切に表すことに留意しつつ、国民の理解が得られるよう、国民の分かりやすさの観点から、今後さらに検討。
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(3) 外来機能報告（仮称）

○ 病床機能報告を参考に、各医療機関から都道府県に、外来機能のうち、｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)に関する医療機能の
報告（外来機能報告（仮称））を行う。

○ 外来機能報告（仮称）を行う医療機関は、まずは、併せて報告する病床機能報告と同様、一般病床又は療養病床を有する医療機関を基
本とし、無床診療所については、任意で外来機能報告（仮称）を行うことができる。

○ 外来機能報告（仮称）の具体的な報告事項は、今後さらに検討。

(4) 地域における協議の仕組み

○ 都道府県の外来医療計画において、外来機能の明確化･連携を位置付ける。外来機能報告（仮称）を踏まえ、地域における協議の場にお
いて、各医療機関の自主的な取組等の進捗状況を共有し、また、地域における必要な調整を行う。

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関を明確化する仕組みを設け、その方法として、外来機能報告
（仮称）の中で報告する。紹介患者への外来を基本とする医療機関であることが患者に分かるよう、広告可能とする。

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関の報告に当たっては、(2) ①～③の割合等の国の示す基準を参
考にして、地域の協議の場で確認することにより、地域の実情を踏まえることができる仕組みとする。

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関の呼称や、国の示す基準は、今後さらに検討。

○ 診療科ごとの外来医療の分析、紹介･逆紹介の状況の分析等は、今後さらに検討。再診患者の逆紹介が適切に進むように配慮。

(1) かかりつけ医機能の強化

○ かかりつけ医機能について、日本医師会･四病院団体協議会合同提言（平成25年8月）、地域の実践事例等を踏まえ、予防や生活全般の
視点、介護や地域との連携、休日･夜間の連携を含め、地域における役割の整理が求められている。かかりつけ医機能を発揮している事
例等を調査･研究し、かかりつけ医機能に係る好事例の横展開を図る。

○ 医療関係団体による研修等の内容や研修等を受けた医師の実践事例等を国民に周知し、かかりつけ医機能に係る国民の理解を深める。

○ 医療機能情報提供制度について統一的で分かりやすい検索システムを検討するとともに、医療機能情報提供制度を周知。

(2) 外来医療における多職種の役割

○ 外来医療において、多職種が連携して、それぞれの専門性を発揮しており、チームとしての役割･連携を推進。

(3) 外来医療のかかり方に関する国民の理解の推進

○ 上手な外来医療のかかり方のポイント、かかりつけ医をもつことのメリット等を整理し、関係機関･団体が周知･啓発に活用できるツー
ルを作成するとともに、展開方法を共有。国においても、医療関係団体等の協力の下、国民･患者に対して積極的に周知･啓発。
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╩ ℮↓≤⁹
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工 程（取組・所管府省、実施時期）22  23  24
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社会保障 3．医療・福祉サービス改革

新経済・財政再生計画 改革工程表2021（令和３年12月23日）（抜粋）
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○全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理（令和４年５月17日）（抜粋）

加えて、今回のコロナ禍により、かかりつけ医機能などの地域医療の機能が十
分作動せず総合病院に大きな負荷がかかるなどの課題に直面した。かかりつけ
医機能が発揮される制度整備を含め、機能分化と連携を一層重視した医療・介
護提供体制等の国民目線での改革を進めるべきである。

○全世代型社会保障構築会議における岸田内閣総理大臣発言（令和４年５月17日）
（抜粋）

地域完結型の医療・介護サービス提供体制の構築に向けて、かかりつけ医機能
が発揮される制度整備を行い、機能分化と連携を一層重視した国民目線での医
療・介護提供体制改革を進めます。

○経済財政運営と改革の基本方針2022 （令和４年６月７日）（抜粋）

また、医療・介護提供体制などの社会保障制度基盤の強化については、今後の
医療ニーズや人口動態の変化、コロナ禍で顕在化した課題を踏まえ、質の高い
医療を効率的に提供できる体制を構築するため、機能分化と連携を一層重視し
た医療・介護提供体制等の国民目線での改革を進めることとし、かかりつけ医
機能が発揮される制度整備を行うとともに、地域医療連携推進法人の有効活用
や都道府県の責務の明確化等に関し必要な法制上の措置を含め地域医療構想を
推進する。
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